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聖籠町告示第５６号 

聖籠町病児・病後児保育事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定

める。 

令和２年４月２７日 

聖籠町長 西脇 道夫 

聖籠町病児・病後児保育事業実施要綱の一部を改正する告示 

聖籠町病児・病後児保育事業実施要綱（平成２８年聖籠町告示第７２号）の

一部を次のように改正する。 

第７条を次のように改める。 

（利用申請） 

第７条 事業の利用を希望する保護者は、聖籠町病児・病後児保育事業利用申

請書（別記第１号様式）により実施施設を経由して町長に申請しなければな

らない。併せて、医師の確認を受けた聖籠町病児・病後児保育事業診療情報

提供書（別記第２号様式）を実施施設に提出しなければならない。 

第９条中「第３項」を削り、「利用申込み」を「利用申請」に、「（別記第

５号様式）」を「（別記第３号様式）」に改める。 

第１７条第１項中「利用児童の」及び「（以下この条において「保護者」と

いう。）」を削る。 

第１８条第２項中「（別記第６号様式）」を「（別記第４号様式）」に、「第

７条第３項に規定する申込書とともに」を「利用日までに町長に」に改め、同

条第３項中「第１項の規定により負担額の減免をすることと決定したときは、

その旨及び減額又は免除の別を」を「前項の規定による申請書の提出があった

場合は、これを審査の上、減免の可否を決定し、」に改め、「聖籠町病児・病

後児保育事業納付額減免決定通知書」を「聖籠町病児・病後児保育事業納付額

減免決定（却下）通知書」に改め、「（別記第７号様式）」を「（別記第５号

様式）」に改め、同条第４項を削り、同条第５項中「第３項」を「前項」に改

め、同項を同条第４項とする。 

別記様式第１号から別記様式第５号までを次のように改める。 
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別記様式第６号から別記様式第８号までを削る。 
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附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 


